
別紙１

○ 農薬取締法【抄 （昭和二十三年法律第八十二号）】

（定義）

第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物（樹木及び農林産物を

含む。以下「農作物等」という ）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ。

その他の動植物又はウイルス（以下「病害虫」と総称する ）の防除に用い。

られる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用し

た資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む ）及び。

農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤そ

の他の薬剤をいう。

２～４項（略）

（農薬の登録）

第二条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けな

ければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、

その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがな

いことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以

下「特定農薬」という ）を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第。

十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の

規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で

定める場合は、この限りでない。

２～６項（略）

（販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等）

第九条 販売者は、容器又は包装に第七条（第十五条の二第六項において準

用する場合を含む。以下この条及び第十一条第一号において同じ ）の規定。

による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。

２～４項（略）

（水質汚濁性農薬の使用の規制）

第十二条の二 政府は、政令をもつて、次の各号の要件のすべてを備える種

類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。

一 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されている

か、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込

みが確実であること。



二 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されるとき

は、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その使

用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著し

いものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水

域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人

畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。

２（略）

（報告及び検査）

第十三条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農

薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二条第

一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第

一項、第七条、第九条第一項及び第二項、第九条の二、第十条の二、第十条

の四、第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項並びに第十四条第一

、 、 、 、項及び第二項の規定の施行に必要な限度において 農薬の製造 加工 輸入

販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員に

これらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草

剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、

販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必

要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除

、 。草剤を集取させるときは 時価によつてその対価を支払わなければならない

２～４項（略）

○ 農薬取締法施行令【抄】

（昭和四十六年三月三十日政令第五十六号）

（水質汚濁性農薬の指定）

第二条 次に掲げる薬剤を法第十二条の二第一項 の水質汚濁性農薬として指

定する。

一～四（略）

五 ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤

六（略）


